
 
 
前号（2021秋号）研究ノート「住宅取引における値下げプロセスと売主の満足度の関係―WEBアンケー
ト調査による検証―」（大越利之）におきまして、文中に以下の誤りがございましたので、お詫びして訂正い

たします。 
 
p.120 図表 3(d) タイトル 
(誤) 実際の取引期間と想定した取引期間の差と売主の満足度の関係 
(正) 実際の売却金額と受取許容額との差と売主の満足度の関係 
 
p.120 図表 3(d)  
(誤) 10％超（n=88）の各項目のデータに誤植 

(正)  

 
p.121 左 2行 

(誤)  の回答割合が  

(正)  の回答割合が  

 
p.122 右 14行 
(誤) 図表 3(b) 
(正) 図表 3(d) 

以上 

満足
どちらかとい
うと満足

どちらでもな
い

どちらかとい
うと不満

不満

なし (n=246) 58 110 66 9 3

売却金額＞受取許容額 56.1% 34.1% 9.8% 0.0% 0.0%

売却金額≒受取許容額 21.4% 51.4% 25.0% 1.4% 0.7%

売却金額＜受取許容額 0.0% 37.5% 37.5% 18.8% 6.3%

受取許容額の想定なし 15.2% 36.4% 45.5% 3.0% 0.0%

～5％ (n=183) 38 84 41 17 3

売却金額＞受取許容額 44.1% 47.1% 2.9% 2.9% 2.9%

売却金額≒受取許容額 17.1% 55.2% 20.0% 6.7% 1.0%

売却金額＜受取許容額 8.1% 27.0% 37.8% 24.3% 2.7%

受取許容額の想定なし 28.6% 0.0% 71.4% 0.0% 0.0%

～10％ (n=110) 12 53 31 9 5

売却金額＞受取許容額 13.3% 60.0% 26.7% 0.0% 0.0%

売却金額≒受取許容額 10.6% 59.6% 19.1% 6.4% 4.3%

売却金額＜受取許容額 7.5% 32.5% 40.0% 12.5% 7.5%

受取許容額の想定なし 25.0% 37.5% 25.0% 12.5% 0.0%

10％超 (n=88) 7 31 25 19 6

売却金額＞受取許容額 25.0% 50.0% 12.5% 12.5% 0.0%

売却金額≒受取許容額 8.0% 52.0% 32.0% 8.0% 0.0%

売却金額＜受取許容額 5.8% 26.9% 28.8% 26.9% 11.5%

受取許容額の想定なし 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0%
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住宅取引における値下げプロセスと売主の満足度の関係*

―WEBアンケート調査による検証―

大越 利之

はじめに

人口減少に伴い空き家問題が顕在化する日本で

は、住宅政策も新築住宅供給の促進から住宅スト

ックの循環利用へと転換、移行する途上にある。

日本の既存住宅の取引量が過小であることがたび

たび指摘されているが、その要因として既存住宅

の質に関する情報の非対称性の問題が多くの研究

で挙げられている。こうしたことを背景に、

年 月には「中古住宅・リフォームトータルプラ

ン」が国土交通省によりとりまとめられ、 年

月からは「安心 住宅」の標章使用が開始され

た。また、 年 月 日の改正宅建業法の施

行により、媒介契約時に売り手や買い手に対して

建物状況調査（インスペクション）の制度や概要

を説明することが、不動産仲介業者に義務付けら

れた。こうした施策は、まずは買い手が既存住宅

流通市場に安心して参加できるようにするための

施策と捉えることができよう 。

一方、多くの場合、住宅流通市場における売り

手は買い手と同じく一般の家計である。住宅所有

者、つまり潜在的な住宅の売主の既存住宅の供給

意欲を喚起することも市場の活性化において重要

 
* 本研究は、JSPS科研費 JP20K04986の助成を受け
たものである。 
1 既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わか
らない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナ

スイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅

を選択できる環境の整備を図るため、国土交通省の告示

による「安心R住宅」制度（特定既存住宅情報提供事
業者団体登録制度）が創設された。 

である。「 年 空き家所有者実態調査（総務省）」

によると、空き家所有者が空き家にしておく理由

として最も多い回答は「物置として必要」である。

本来の用途ではなく物置として利用されている住

宅は、効率的な住宅資源の利用という観点で見れ

ば、賃貸市場や売買市場に流通すべき住宅の予備

軍とも考えられる。

市場の活性化を考えるうえで、「市場の厚み」は

重要である。消費財については、オークションサ

イトやフリマアプリ市場の成長により、中古品取

引は活性化している。アプリなどを通じて中古品

の取引が活性化しているということは、買い手だ

けでなく、売り手の満足度も高い証拠といえよう。

住宅流通市場においても、潜在的な売り手である

住宅所有者が不安や不満なく住宅を売りたくなる

ような状況を生み出すための環境づくりも必要で

あろう。本稿は、住宅の売買経験者を対象とした

アンケート調査の結果を用い、売主の住宅売却の

満足度はいかにして形成されるのか、その要因に

ついて分析する。特に既存住宅の取引の過程で生

じる値下げと売主の満足度の関係に着目する。

２．アンケート調査の概要

本稿では、既存住宅の仲介取引経験者（売主お

よび買主）を対象としたアンケート調査結果のデ

 
2 山本(2020)に二次流通市場における消費者（売り手お
よび買い手）の行動についての先行研究がまとめられて

いる。 

研究ノート
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住宅取引における値下げプロセスと売主の満足度の関係*

―WEBアンケート調査による検証―

大越 利之

はじめに

人口減少に伴い空き家問題が顕在化する日本で

は、住宅政策も新築住宅供給の促進から住宅スト

ックの循環利用へと転換、移行する途上にある。

日本の既存住宅の取引量が過小であることがたび

たび指摘されているが、その要因として既存住宅

の質に関する情報の非対称性の問題が多くの研究

で挙げられている。こうしたことを背景に、

年 月には「中古住宅・リフォームトータルプラ

ン」が国土交通省によりとりまとめられ、 年

月からは「安心 住宅」の標章使用が開始され

た。また、 年 月 日の改正宅建業法の施

行により、媒介契約時に売り手や買い手に対して

建物状況調査（インスペクション）の制度や概要

を説明することが、不動産仲介業者に義務付けら

れた。こうした施策は、まずは買い手が既存住宅

流通市場に安心して参加できるようにするための

施策と捉えることができよう 。

一方、多くの場合、住宅流通市場における売り

手は買い手と同じく一般の家計である。住宅所有

者、つまり潜在的な住宅の売主の既存住宅の供給

意欲を喚起することも市場の活性化において重要

 
* 本研究は、JSPS科研費 JP20K04986の助成を受け
たものである。 
1 既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わか
らない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナ

スイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅

を選択できる環境の整備を図るため、国土交通省の告示

による「安心R住宅」制度（特定既存住宅情報提供事
業者団体登録制度）が創設された。 

である。「 年 空き家所有者実態調査（総務省）」

によると、空き家所有者が空き家にしておく理由

として最も多い回答は「物置として必要」である。

本来の用途ではなく物置として利用されている住

宅は、効率的な住宅資源の利用という観点で見れ

ば、賃貸市場や売買市場に流通すべき住宅の予備

軍とも考えられる。

市場の活性化を考えるうえで、「市場の厚み」は

重要である。消費財については、オークションサ

イトやフリマアプリ市場の成長により、中古品取

引は活性化している。アプリなどを通じて中古品

の取引が活性化しているということは、買い手だ

けでなく、売り手の満足度も高い証拠といえよう。

住宅流通市場においても、潜在的な売り手である

住宅所有者が不安や不満なく住宅を売りたくなる

ような状況を生み出すための環境づくりも必要で

あろう。本稿は、住宅の売買経験者を対象とした

アンケート調査の結果を用い、売主の住宅売却の

満足度はいかにして形成されるのか、その要因に

ついて分析する。特に既存住宅の取引の過程で生

じる値下げと売主の満足度の関係に着目する。

２．アンケート調査の概要

本稿では、既存住宅の仲介取引経験者（売主お

よび買主）を対象としたアンケート調査結果のデ

 
2 山本(2020)に二次流通市場における消費者（売り手お
よび買い手）の行動についての先行研究がまとめられて

いる。 

研究ノート

ータを用いて分析を行う。なお、このアンケート

調査は、既存住宅取引における売り手や買い手の

満足度を把握すること、および仲介取引手法（両

手仲介または片手仲介）により、取引結果（取引

価格、取引期間等）に相違があるか否かについて

現状を把握することを目的として実施された。ア

ンケート調査の概要は図表 に示されている。また、

本アンケート調査の回答者属性や単純集計結果な

どをまとめた報告書を補論として掲載している。

３．値下げと満足度の関係

売り手は通常、より高い価格で、より短い期間

で住宅を売却することを望むと考えられる。つま

り、売却に長い時間がかかったり、売却価格が低

かったりすれば、不安や不満も大きくなる。取引

に関する不安や不満が高まれば、既存住宅流通市

場の活性化にはマイナスである。売主が一度苦い

値下げなどの経験をすれば、二度目はないかもし

れないし、また、このような売主の苦い経験談が

広まれば、潜在的な売り手である住宅所有者は、

積極的な理由での住み替えや住宅売却に二の足を

踏むことも考えられる。

本稿では以下の つ仮説を設定し、検証を行う。

①取引期間が長いほど売主の満足度は低くなる。

②取引期間についての期待と現実のずれが満足度

に影響を及ぼす。③売出価格からの値引率が高い

ほど満足度は低くなる。④値下げの回数が多いほ

ど満足度は低くなる。⑤売却価格についての期待

と現実のずれが満足度に影響を及ぼす。

取引期間と満足度

図表 は、売主が不動産業者と媒介契約を結

んでから住宅の売買契約が締結されるまでの期間

図表1．住宅の仲介取引に関する売主・買主アンケートの概要

調査方法 インターネット調査

調査対象 年以降に不動産仲介業者を介した

住宅売買の経験者（ 歳以上）

調査期間 年 月 日～ 年 月 日

調査項目 個人属性、取引時期、取引物件、取引金

額、取引期間、支払 受取許容額、満足度

等

有効回収数

うち購入経験のみの回収数：

うち 売却経験のみの回収数

うち購入および売却経験の回収数

図表 ．取引期間と売主の満足度の関係

独立性の検定（カイ 乗検定）： 有意（ ）

【残差分析】 ： 有意， ： 有意， ：割合が高い， ：割合が低い （以下，図 および図 も同様）

※ 取引期間は売主が不動産仲介業者と媒介契約を締結してから、買主と売買契約を締結するまでの期間。
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と取引全般に関する売主の満足度の関係を示して

いる。取引期間が ヶ月以内および ヶ月以内の

売主は「満足」の割合が有意に高く、 ヶ月以内

の売主は「どちらかというと満足」の割合が高い。

一方で、 ヶ月超から ヶ月以内の場合は「不満」

の割合が高い。 ヶ月超の場合は「不満」「どちら

かというと不満」の割合が高く、あわせて「満足」

「どちらかというと満足」の割合が有意に低い。

なお、専任媒介契約および専属専任媒介契約の期

間の上限は宅建物取引業法で ヶ月と定められて

いるため、これらの形態の媒介契約を結び、かつ

ヶ月超の取引期間を回答した売主は、不動産業

者との媒介契約を再契約していたことになる。

図表 は、実際の取引期間と取引前に想定し

ていた取引期間の差と売主の満足度の関係を示し

たものである。売買契約に至るまでの実際の期間

が想定していた期間よりも短かった売主の「満足」

の割合は有意に高い。また、実際の期間と想定期

間が同程度であった売主は「どちらかというと満

足」の割合が高い。一方で、想定期間よりも実際

の期間が長かった売主は「満足」「どちらかという

と満足」の割合が低く、「不満」「どちらかという

と不満」「どちらでもない」の割合が高い。

ただし、図表 に示されるように、取引期間

が長い場合（ ヶ月を上回る場合）でも、実際に

かかった期間が想定した期間と同等またはそれ以

下であれば、不満を感じることは少ない。

値下げと満足度

図表 は、最初の募集広告の掲載価格と実際

の売却金額との変化率（値引率）と、取引全般に

関する売主の満足度の関係を示している。値下げ

を行っていない売主は「満足」の割合が有意に高

く、「不満」の割合が有意に低い。一方で ％超か

図表 ．実際の取引期間と想定した取引期間の差と売主の満足度の関係

独立性の検定（カイ 乗検定）： 有意（ ）

図表 ．実際の取引期間と想定した取引期間の差と売主の満足度の関係

満足
どちらかとい
うと満足

どちらでもな
い

どちらかとい
うと不満

不満

3ヶ月以内 (n=401) 88 194 92 24 3

実際の期間＜想定した期間 32% 40% 22% 5% 1%

実際の期間≒想定した期間 16% 57% 23% 4% 0%

実際の期間＞想定した期間 5% 43% 24% 22% 5%

3ヶ月超 (n=226) 27 84 71 30 14

実際の期間＜想定した期間 15% 58% 15% 8% 4%

実際の期間≒想定した期間 20% 46% 25% 8% 0%

実際の期間＞想定した期間 7% 28% 38% 17% 10%
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と取引全般に関する売主の満足度の関係を示して

いる。取引期間が ヶ月以内および ヶ月以内の

売主は「満足」の割合が有意に高く、 ヶ月以内

の売主は「どちらかというと満足」の割合が高い。
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間の上限は宅建物取引業法で ヶ月と定められて
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ヶ月超の取引期間を回答した売主は、不動産業

者との媒介契約を再契約していたことになる。

図表 は、実際の取引期間と取引前に想定し
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が想定していた期間よりも短かった売主の「満足」

の割合は有意に高い。また、実際の期間と想定期

間が同程度であった売主は「どちらかというと満
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の期間が長かった売主は「満足」「どちらかという

と満足」の割合が低く、「不満」「どちらかという

と不満」「どちらでもない」の割合が高い。

ただし、図表 に示されるように、取引期間

が長い場合（ ヶ月を上回る場合）でも、実際に

かかった期間が想定した期間と同等またはそれ以

下であれば、不満を感じることは少ない。

値下げと満足度

図表 は、最初の募集広告の掲載価格と実際

の売却金額との変化率（値引率）と、取引全般に

関する売主の満足度の関係を示している。値下げ

を行っていない売主は「満足」の割合が有意に高

く、「不満」の割合が有意に低い。一方で ％超か

図表 ．実際の取引期間と想定した取引期間の差と売主の満足度の関係

独立性の検定（カイ 乗検定）： 有意（ ）

図表 ．実際の取引期間と想定した取引期間の差と売主の満足度の関係

満足
どちらかとい
うと満足

どちらでもな
い

どちらかとい
うと不満

不満

3ヶ月以内 (n=401) 88 194 92 24 3

実際の期間＜想定した期間 32% 40% 22% 5% 1%

実際の期間≒想定した期間 16% 57% 23% 4% 0%

実際の期間＞想定した期間 5% 43% 24% 22% 5%

3ヶ月超 (n=226) 27 84 71 30 14

実際の期間＜想定した期間 15% 58% 15% 8% 4%

実際の期間≒想定した期間 20% 46% 25% 8% 0%

実際の期間＞想定した期間 7% 28% 38% 17% 10%

ら ％以内の値下げを行った売主は「満足」の割

合が有意に低い。また、 ％超の値下げを行った

売主は「満足」の割合が低く、さらに「不満」「ど

ちらかというと不満」の割合が有意に高い。値引

率が高いほど「不満」が大きくなると考えられる。

図表 は、値下げ回数と満足度の関係を示し

ている。値下げを行っていない売主は「満足」の

割合が有意に高く、「不満」「どちらかというと不

満」の割合が有意に低い。また値下げを 回以上

行っている売主は「どちらかというと満足」の割

合が有意に低く、「不満」「どちらかというと不満」

の割合が高い。なお、図表 の値引率ゼロと図

表 の値下げ回数ゼロの回答者数が異なるが、

調整は行わずクロス集計を行った。

図表 は、実際の売却と売買成立前に想定し

ていた最低受取許容額の大小関係と、売主の満足

度の関係を示したものである。売却金額が最低受

取許容額を上回った売主は「満足」の割合が有意

に高く、「不満」「どちらかというと不満」の割合

が有意に低い。売却金額と最低受取許容額が同等

図表 ．値引率と売主の満足度の関係

独立性の検定（カイ 乗検定）： 有意（ ）

図表 ．値下げ回数と売主の満足度の関係

独立性の検定（カイ 乗検定）： 有意（ ）
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と考える売主は「どちらかというと満足」の割合

が有意に高く、「不満」「どちらかというと不満」

の割合が低い。一方で、売却金額が最低受取許容

額を下回った売主は「満足」「どちらかというと満

足」の割合が有意に低く、「不満」「どちらかとい

うと不満」の割合が高い。なお、最低受取許容額

を想定していなかった売主は「どちらでもない」

「どちらかというと満足」の割合が有意に高い。

なお、図表 に示されるように、値下げを行

った売主でも、売却金額が最低受取許容額を下回

らなければ、満足度は高い傾向にある。しかしな

がら、値引き率が を上回った売主の場合、実

図表 ．実際の売却価格と受取許容額の差と売主の満足度の関係

独立性の検定（カイ 乗検定）： 有意（ ）

 
図表 ．実際の取引期間と想定した取引期間の差と売主の満足度の関係
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23.0%

35.4%
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2.0%

4.4%

21.1%

7.8%

1.0%

1.3%

7.5%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

売却金額＞受取許容額
(n=98)

売却金額≒受取許容額
(n=317)

売却金額＜受取許容額
(n=161)

受取許容額の想定なし
(n=51)

満足 どちらかというと満足 どちらでもない どちらかというと不満 不満

満足
どちらかとい
うと満足

どちらでもな
い

どちらかとい
うと不満

不満

なし (n=246) 58 110 66 9 3

売却金額＞受取許容額 56.1% 34.1% 9.8% 0.0% 0.0%

売却金額≒受取許容額 21.4% 51.4% 25.0% 1.4% 0.7%

売却金額＜受取許容額 0.0% 37.5% 37.5% 18.8% 6.3%

受取許容額の想定なし 15.2% 36.4% 45.5% 3.0% 0.0%

～5％ (n=183) 38 84 41 17 3

売却金額＞受取許容額 44.1% 47.1% 2.9% 2.9% 2.9%

売却金額≒受取許容額 17.1% 55.2% 20.0% 6.7% 1.0%

売却金額＜受取許容額 8.1% 27.0% 37.8% 24.3% 2.7%

受取許容額の想定なし 28.6% 0.0% 71.4% 0.0% 0.0%

～10％ (n=110) 12 53 31 9 5

売却金額＞受取許容額 13.3% 60.0% 26.7% 0.0% 0.0%

売却金額≒受取許容額 10.6% 59.6% 19.1% 6.4% 4.3%

売却金額＜受取許容額 7.5% 32.5% 40.0% 12.5% 7.5%

受取許容額の想定なし 25.0% 37.5% 25.0% 12.5% 0.0%

10％超 (n=88) 7 31 25 19 6

売却金額＞受取許容額 40.0% 80.0% 20.0% 20.0% 0.0%

売却金額≒受取許容額 11.8% 76.5% 47.1% 11.8% 0.0%

売却金額＜受取許容額 8.3% 38.9% 41.7% 38.9% 16.7%

受取許容額の想定なし - - - - -
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と考える売主は「どちらかというと満足」の割合

が有意に高く、「不満」「どちらかというと不満」

の割合が低い。一方で、売却金額が最低受取許容

額を下回った売主は「満足」「どちらかというと満

足」の割合が有意に低く、「不満」「どちらかとい

うと不満」の割合が高い。なお、最低受取許容額

を想定していなかった売主は「どちらでもない」

「どちらかというと満足」の割合が有意に高い。

なお、図表 に示されるように、値下げを行

った売主でも、売却金額が最低受取許容額を下回

らなければ、満足度は高い傾向にある。しかしな

がら、値引き率が を上回った売主の場合、実

図表 ．実際の売却価格と受取許容額の差と売主の満足度の関係

独立性の検定（カイ 乗検定）： 有意（ ）

 
図表 ．実際の取引期間と想定した取引期間の差と売主の満足度の関係
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満足
どちらかとい
うと満足

どちらでもな
い

どちらかとい
うと不満

不満

なし (n=246) 58 110 66 9 3

売却金額＞受取許容額 56.1% 34.1% 9.8% 0.0% 0.0%

売却金額≒受取許容額 21.4% 51.4% 25.0% 1.4% 0.7%

売却金額＜受取許容額 0.0% 37.5% 37.5% 18.8% 6.3%

受取許容額の想定なし 15.2% 36.4% 45.5% 3.0% 0.0%

～5％ (n=183) 38 84 41 17 3

売却金額＞受取許容額 44.1% 47.1% 2.9% 2.9% 2.9%

売却金額≒受取許容額 17.1% 55.2% 20.0% 6.7% 1.0%

売却金額＜受取許容額 8.1% 27.0% 37.8% 24.3% 2.7%

受取許容額の想定なし 28.6% 0.0% 71.4% 0.0% 0.0%

～10％ (n=110) 12 53 31 9 5

売却金額＞受取許容額 13.3% 60.0% 26.7% 0.0% 0.0%

売却金額≒受取許容額 10.6% 59.6% 19.1% 6.4% 4.3%

売却金額＜受取許容額 7.5% 32.5% 40.0% 12.5% 7.5%

受取許容額の想定なし 25.0% 37.5% 25.0% 12.5% 0.0%

10％超 (n=88) 7 31 25 19 6

売却金額＞受取許容額 40.0% 80.0% 20.0% 20.0% 0.0%

売却金額≒受取許容額 11.8% 76.5% 47.1% 11.8% 0.0%

売却金額＜受取許容額 8.3% 38.9% 41.7% 38.9% 16.7%

受取許容額の想定なし - - - - -

際の売却額が受取許容額を上回ったとしても「ど

ちらかというと不満」の回答割合が ある。

値下げと取引期間

値下げ回数が多いほど、また値引率が高いほど、

また取引期間が長いほど売主の満足度は低くなる

傾向にあることが示された。ただし、取引期間と

値下げ回数には相関があると考えられる。価格改

定を複数回行うということは、市場に滞留してい

る期間が長い可能性が高いからである。図表 は

値下げ回数と取引期間の関係を示している。値下

げを行っていない住宅の取引期間は「 ヶ月以内」

「 ヶ月以内」「 ヶ月以内」の割合が有意に高く

「 ヶ月以内」「 ヶ月超」の割合が有意に低い。

また、値下げ回数が増えるにつれて取引期間が長

くなる傾向にあることが確認できる。なお、売出

価格の設定や成約までの値下げのプロセスは、住

宅の市場滞留時間や成約確率に影響を及ぼすこと

が米国の研究において明らかにされている（例え

ば ）。

４．値下げの痛みの感じ方

売主は、取引条件有効期限内には広告掲載した

売出価格から上方に価格改定することはできない。

つまり、一定の取引期間中に値下げはできても値

上げはできない。よって売主は多くの場合、自身

の最低限の受取許容額 や不動

産仲介業者の査定価格よりも高い価格、つまり値

下げを前提とした価格で買い手の募集を開始する

ことが想定される。また、より多くの仲介の機会

（売主との媒介契約）を獲得するために不動産業

者は売主に対して高めの査定価格を提示するイン

センティブを持つ可能性がある。したがって、売

主はこれらの様々な理由から、受取許容額や不動

産業者による査定価格より高い売出価格を設定す

ると考えられる。

保有効果による高すぎる受取許容額

値下げを前提とした価格設定にもかかわらず、

なぜ売主の満足度は値下げによって下がるのだろ

うか。第 の理由として、売主がもつ主観的な受

取許容額が客観的な相場と比較して高すぎること

が考えられる。その要因として、心理学や行動経

済学で示される保有効果 が挙

げられる。人々は、すでに保有する財について、

それを失う（売却する）ときの痛み（＝受取許容

額 が、それを入手する場合の喜び（＝支払許容

額； よりも高くなることが実験に

より示されている。つまり、人々は保有する財に

 
3  

図表 ．値下げ回数と取引期間の関係

独立性の検定（カイ 乗検定）： 有意（ ） 
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対して執着心（愛着）が生じるため、それを保有

しなかった場合（客観的な価値）と比較して、高

い価値を見出してしまう。この保有効果は、プロ

スペクト理論（人々の損失回避性）でも説明でき

る（図表 ） 。ある住宅を所有している状態（参

照点 ）から、それを 単位失う場合の心理的な

痛み（線分 ）は、住宅を所有しない状態（参照

点 ）からそれを得るときの心理的な喜び（線分

）よりも大きい。言い換えれば、住宅を失う痛

みに対する補償額は、その住宅の評価額を上回る。

よって人々は住宅売却時に、客観的な評価額より

も高い受取許容額を心のうちに設定してしまう。

アンケート調査の結果をみると、実際の売却価

格が受取許容額を上回った売主は約 ％（

名）なのに対し、下回った売主は約 ％（

名）と ％ほど多い。住宅所有者は保有効果の機

能により、所有する住宅に客観的な価値よりも高

い価値を見出していることが示唆される。

不安定な売却希望価格

第 の理由は、プロスペクト理論における不安

定な参照点である（図表 ）。標準的な経済学（期

待効用仮説）では、売却の満足度は売却金額の大

 

きさによって決まるのに対し、プロスペクト理論

に基づけば、売却の満足度は“ある価格（参照点）”

と実際の売却額の差によって決まる。つまり期待

効用仮説では、例えば 万円という売却額で満

足度が決まるのに対し、プロスペクト理論では、

同じ 万円の売却額でも参照点が 万円で

あれば＋ 万円の利得からの喜びを感じ、参照

点が 万円であれば－ 万円の損失からの強

い痛みを感じる。アンケート結果を用いた分析で

示されたように、値引率が高いほど売主の満足度

は低下する傾向にある（図表 ）。また、値引

率が高い場合、実際の売却価格が当初の受取許容

額を上回ったにもかかわらず不満と感じた売主が

観察された（図表 ）。

売主の当初の参照点は、様々な情報をもとに決

定した主観的な金額（受取許容額）であると考え

られる。しかし、売却プロセスにおいて、不動産

仲介業者が提示する高めの査定価格や、値下げ交

渉を織り込んだ高めの売出価格が「アンカー（錨、

係留）」となり、売主にとっての参照点が当初の受

取許容額から上振れする可能性がある。そうする

 
行動経済学では、住宅の予想売却価格や客観的な相場

のような不確実な事柄を予測するとき、予測値は何らか

のアンカーとなる値を出発点に形成されると考えられ

ている。またその値は、合理的なものではなく、何ら根

参照点

・住宅を所有している状態（売却希望者）

または

・住宅を所有していない状態（購入希望者・客観的）

A 1 
－1 

C 

B

住宅の取得（喪失）数

心理的価値（喜び 痛み）

図表 価値関数①：プロスペクト理論と保有効果
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対して執着心（愛着）が生じるため、それを保有

しなかった場合（客観的な価値）と比較して、高

い価値を見出してしまう。この保有効果は、プロ

スペクト理論（人々の損失回避性）でも説明でき

る（図表 ） 。ある住宅を所有している状態（参

照点 ）から、それを 単位失う場合の心理的な

痛み（線分 ）は、住宅を所有しない状態（参照

点 ）からそれを得るときの心理的な喜び（線分

）よりも大きい。言い換えれば、住宅を失う痛

みに対する補償額は、その住宅の評価額を上回る。

よって人々は住宅売却時に、客観的な評価額より

も高い受取許容額を心のうちに設定してしまう。

アンケート調査の結果をみると、実際の売却価

格が受取許容額を上回った売主は約 ％（

名）なのに対し、下回った売主は約 ％（

名）と ％ほど多い。住宅所有者は保有効果の機

能により、所有する住宅に客観的な価値よりも高

い価値を見出していることが示唆される。

不安定な売却希望価格

第 の理由は、プロスペクト理論における不安

定な参照点である（図表 ）。標準的な経済学（期

待効用仮説）では、売却の満足度は売却金額の大

 

きさによって決まるのに対し、プロスペクト理論

に基づけば、売却の満足度は“ある価格（参照点）”

と実際の売却額の差によって決まる。つまり期待

効用仮説では、例えば 万円という売却額で満

足度が決まるのに対し、プロスペクト理論では、

同じ 万円の売却額でも参照点が 万円で

あれば＋ 万円の利得からの喜びを感じ、参照

点が 万円であれば－ 万円の損失からの強

い痛みを感じる。アンケート結果を用いた分析で

示されたように、値引率が高いほど売主の満足度

は低下する傾向にある（図表 ）。また、値引

率が高い場合、実際の売却価格が当初の受取許容

額を上回ったにもかかわらず不満と感じた売主が

観察された（図表 ）。

売主の当初の参照点は、様々な情報をもとに決

定した主観的な金額（受取許容額）であると考え

られる。しかし、売却プロセスにおいて、不動産

仲介業者が提示する高めの査定価格や、値下げ交

渉を織り込んだ高めの売出価格が「アンカー（錨、

係留）」となり、売主にとっての参照点が当初の受

取許容額から上振れする可能性がある。そうする

 
行動経済学では、住宅の予想売却価格や客観的な相場

のような不確実な事柄を予測するとき、予測値は何らか

のアンカーとなる値を出発点に形成されると考えられ

ている。またその値は、合理的なものではなく、何ら根

参照点

・住宅を所有している状態（売却希望者）

または

・住宅を所有していない状態（購入希望者・客観的）

A 1 
－1 

C 

B

住宅の取得（喪失）数

心理的価値（喜び 痛み）

図表 価値関数①：プロスペクト理論と保有効果

と、売却プロセスにおいて値下げを受け入れたと

き、仮に売却金額が当初の受取許容額より高かっ

たとしても、売主は痛みを感じると考えられる。

つまり、売却プロセスにおける何らかのアンカー

により、売主の参照点の設定が不安定に上振れす

ることによって、値下げの痛みを感じやすくなる

可能性がある。

５．おわりに

本稿では、住宅の売買経験者を対象としたアン

ケート調査結果から得られたデータを用い、住宅

取引のプロセスにおける値下げの経験や取引期間

と売主の満足度の関係について検証した。分析の

結果、値引率が高いほど、また値下げ回数が多い

ほど、また取引期間が長いほど満足度は低くなる

傾向にあることが明らかになった。日本の既存住

宅の取引慣行では、売主は売却プロセスにおいて

予め値下げを織り込んだ募集広告価格を設定する

と考えられるが、それにも関わらず値下げをする

ことで満足度が低下してしまう。これは、行動経

済学や心理学でいわれる保有効果の機能や、プロ

スペクト理論における満足度を決めるための参照

 
拠のない数値であってもアンカーとして機能する。

点（売主の主観的な売却希望価格）が売却プロセ

スの中で不安定になるという仮定により説明可能

である。

米国の不動産テック企業 で を務める

市川紘氏はブログ記事の中で、住宅取引における

時系列での売り手と買い手の満足度の上がり下が

りの印象を以下のようにまとめている。

 物件購入の検討から成約までのプロセスに
おいて、ほぼすべての買い手の満足度は、取

引成立というプロセスの最後に最大となる。

ただし、取引プロセスにおける満足度の推移

は人それぞれ異なる。

 売り手の満足度は、売却の検討初期に最大と
なり、取引プロセスの中で徐々に低下し、成

約時に若干上昇するものの全体的に右肩下

がりである。また、この満足度の傾向はほと

んどの売り手に共通している。

 売り手の満足度が低下する原因は、繰り返さ
れる値下げにより、当初の売出価格と実際の

取引価格に大きな差が生じること、またこの

プロセスにより気持ちが疲れ果ててしまう

 
6 「今、米国の不動産テックで一番ホットな「iBuyer」
とは（前編）」（市川紘氏 ブログ記事）（2021年 11月
12日アクセス） 

参照点

・当初は主観的な受取許容額

→ 参照点の上振れ

・不動産会社の高い査定額

・値下げを織り込んだ高い売り出し価格

A x 
- x 
 

C 

B

売却金額の参照点からの乖離

心理的価値（喜び 痛み）

図表 価値関数②：不安定な参照点
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ことである。

本研究の分析結果は、同氏の経験から得られた印

象と整合的である。

既存住宅の取引において、売主が値下げの痛み

を回避するには、参照点として上振れしない妥当

な金額を心の中に設定することも重要であろう。

既存住宅の取引が活発な欧米諸国は、過去の自身

の取引経験や周辺の取引履歴から、売主は確固た

る受取許容額を設定しやすい環境にあるのではな

いだろうか。また米国のように、個別の住宅の取

引データにアクセスしやすい環境も売主の安定的

な受取許容額の設定に寄与している可能性がある。

このような観点からも、既存住宅市場の活性化の

ために日本においても過去の取引データへのアク

セスが容易になることが期待される。

参考文献

 “
”

 

 “

”

 大越利之 「売主の“気持ち”から考える住宅
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III. 調査項目

 調査概要

 調査目的
日本において既存住宅の流通が拡大しない要因として、売主や買主の住宅取引への不安感が挙げられ

る。一般に、家計の生涯における住宅の取引経験は少なく、家計が保有する住宅取引に関する情報（住宅
の品質、取引相手や取引に係る手続き等）は他の消費財と比較して豊富ではない。既存住宅取引などの財
や取引相手に関する情報の非対称性が大きい市場では、仲介人が重要な役割を果たす。よって、住宅の売
り手や買い手の不動産仲介業者に対する信頼の度合いが大きければ、売り手や買い手の取引に関する不
安感は和らげられると考えられる。
以上を踏まえ、本アンケート調査は、既存住宅取引における売り手や買い手の取引結果や仲介業者に対

する満足度を把握すること、および仲介取引手法（両手仲介または片手仲介）により、取引の結果（取引
価格、取引期間 等）に相違があるか否かについて現状を確認することを目的として実施した。

 調査対象
 株式会社アスマーク アンケートモニター
 年以降に不動産仲介業者を介した住宅売買の経験者（ 歳以上）
 本調査で適格対象者 が確保できるよう、セグメント別の回収目標数（購入経験者 、
売却経験者 ）を設定の上、スクリーニング調査を実施。

 調査方法
 インターネット調査
 調査実施機関：株式会社アスマーク

 調査期間
 年 月 日～ 年 月 日（スクリーニング調査および本調査）

 有効回収数
 

うち購入経験のみの回収数：
うち売却経験のみの回収数：
うち購入および売却経験の回収数：
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 調査結果

 回答者の属性
 従事する業種

度数
食品製造・卸し・販売
飲料製造・卸し・販売
日用品製造・卸し・販売
車製造・卸し・販売
衣服・履物製造・卸し・販売
小売業（百貨店・デパート、スーパー・コンビニエンスストア）
薬剤 医薬品製造・卸し・販売
化粧品製造・卸し・販売
家電製造・卸し・販売
その他製造・卸し・販売
銀行・証券・保険業、その他金融
不動産業
建設・建築・土木業
運輸業（輸送・鉄道・バス・トラック・タクシー含む）
・通信関係

マスコミ関連
広告代理店・出版・印刷関連
市場調査会社・シンクタンク
その他サービス業
医療・福祉関連業
学校・教育産業
官公庁・自治体・公共団体
上記の業種に従事していない
合計

 性別
度数

男性
女性
合計

 年齢
度数

歳
歳
歳
歳
歳

歳
合計
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 居住地域
度数

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合計

土地総合研究 2021年秋号 129



 婚姻状況
度数

未婚・子なし
未婚・子あり
既婚・子なし
既婚・子あり
離・死別・子なし
離・死別・子あり
合計

 職業
度数

会社・団体の経営者・役員
会社員
公務員
自営業・自由業
専業主婦・主夫
パート・アルバイト
学生
無職
その他
合計
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 買主調査

 購入時期
◼ 売買契約が成立した年月をお答えください。（数値記入）

度数
年～ 年
年～ 年
年～ 年
年～ 年

合計

 購入物件の概要
◼ 購入した物件の種類をお答えください。

度数
一戸建て
共同住宅（マンション）
その他
合計

◼ 購入した物件の築年月をお答えください。（数値記入）
度数

～ 年 月
年 月～ 年 月
年 月～

合計
注）築年月を売買契約年月よりも直近の年月とした回答は異常値として除外した（ 件）。

（概要）
⚫ 購入時期は、 年以降（調査時点において 年以内）が約 ％ ［ ］
⚫ 購入物件について、一戸建てが約 ％、共同住宅（マンション）が約 ％ ［ ］
⚫ 購入資金について、全額自己資金が約 ％、全額または一部ローンが約 ％ ［ ］
⚫ 売出価格からの値引きありが約 ％、値引きなしが約 ％ ［ ］
⚫ 業者への問い合わせから契約に至るまでの期間は、 か月以内が ％ ［ ］
⚫ 仲介業者への手数料率（支払い手数料÷取引金額）は「 超～ 」が最多の ％ ［ ］
⚫ 仲介手法について、片手仲介が約 ％、両手仲介が約 ％ ［ ］
⚫ 購入価格について、「満足」「どちらかというと満足」が約 ％ ［ ］
⚫ 仲介業者について、「満足」「どちらかというと満足」が約 ％ ［ ］
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◼ 購入した物件の規模（一戸建ての場合は建物床面積、共同住宅の場合は専有面積）をお答えください。
度数

～
～
～
～
～

以上
合計

 住宅購入資金および購入金額
◼ 住宅購入資金の調達の方法をお答えください。（１つ選択）

． 度数
全額自己資金（家族等からの援助を含む）
自己資金＋ローン
全額ローン
その他
合計

◼ ローンの返済額（毎月の可処分所得に占める割合）をお答えください。完済している場合は、ローン返済
時の返済額についてお答えください。

度数
％未満
％～ ％未満
％～ ％未満
％～ ％未満
％～ ％未満
％以上

合計

◼ 購入金額（売買の成約価格）をお答えください。（単位：万円）（数値記入）
度数

万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 億円未満

億円～
合計
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◼ 値引きした金額（募集広告の価格と実際の購入価格の差額）をお答えください。（単位：万円）（数値記入）
値引き率 度数

なし
超～
超～
超～
超～
超

合計
注）値引率 =値引金額/(購入金額+値引額) 。分母の購入金額 値引金額は、募集広告の価格を表す。

◼ 「実際の購入金額」と「最大支払い許容額（その物件の評価額）」についてお答えください。
度数

実際の支払額は、その物件に対して「当初に支払ってもよいと思
っていた金額」を下回った
実際の支払額は、その物件に対して「当初に支払ってもよいと思
っていた金額」とほぼ同額だった
実際の支払額は、その物件に対して「当初に支払ってもよいと思
っていた金額」を上回った
合計

 取引期間（買主）
◼ 購入した物件に関して、その物件を仲介した仲介業者への最初の問い合わせから、契約までの期間をお答

えください。
度数

ヶ月以内
ヶ月以内
ヶ月以内
～ ヶ月以内
ヶ月～ 年以内
年超

合計

◼ 実際の契約までの期間と、当初に想定した期間についてお答えください。
度数

当初に想定した期間よりも短い期間で契約に至った
当初に想定した期間とほぼ同じ期間で契約に至った
当初に想定した期間よりも長い期間で契約に至った
合計
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 仲介業者および仲介手数料（買主）
◼ 仲介業者に支払った仲介手数料をお答えください。（登記費用、ローン契約費用などは除く）（単位：万円）

（数値記入）
手数料率 （支払い手数料 ÷取引金額） 度数

～
超～
超～
超～
超～

合計
注）手数料率が宅建業法令に基づく上限を上回る回答、および を下回る回答は異常値として除外した（ 件）。

◼ 取引にかかわった仲介業者についてお答えください。
度数

買主（ご回答者様）は、売主とは異なる仲介業者に購入依頼を
し、仲介業者間で取引交渉を行い、取引をまとめた（片手仲介）
買主（ご回答者様）は、売主と同一の仲介業者に購入依頼をし、
その仲介業者が取引をまとめた（両手仲介）
合計

◼ 両手仲介では、仲介業者は買主・売主の双方から仲介手数料を得るため、双方に中立的な立場で仲介業務
を行うことが求められています。これを踏まえて取引時の仲介業者の対応の印象についてお答えくださ
い。

度数
取引交渉において、買主（ご回答者様）と売主に中立的な立場で
仲介業務を行った
取引交渉において、買主（ご回答者様）に有利な取引交渉を行っ
た
取引交渉において、売主に有利な取引交渉を行った
合計

◼ 住宅の購入依頼時、または取引期間中に、その取引が「両手仲介（仲介業者が１社）」または「片手仲介
（仲介業者が２社）」によるものであることを認識していましたか。

度数
認識していた（取引期間中に認識した）
認識していなかった（本調査で初めて認識した）
合計
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 住宅取引の満足度（買主）
◼ 「購入価格」についての満足度

度数
満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

合計

◼ 「契約に至る期間」についての満足度
度数

満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

合計

◼ 「仲介業者」についての満足度
度数

満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

合計

◼ 住宅取引の全般についての満足度
度数

満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満
合計
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 売主調査

 売却時期
◼ 売買契約が成立した年月をお答えください。（数値記入）

度数
年～ 年
年～ 年
年～ 年
年～ 年

合計

 売却物件の概要
◼ 売却した物件の種類をお答えください。

度数
一戸建て
共同住宅（マンション）
その他
合計

◼ 売却した物件の築年月をお答えください。（数値記入）
度数

～ 年 月
年 月～ 年 月
年 月～

合計
注）築年月を売買契約年月よりも直近の年月とした回答は異常値として除外した（ 件）。

（概要）
⚫ 売却時期は、 年以降（調査時点において 年以内）が約 ％ ［ ］
⚫ 購入物件について、一戸建てが約 ％、共同住宅（マンション）が約 ％ ［ ］
⚫ 売却代金の使途は、他の住宅購入が約 ％、住宅購入以外が約 ％ ［ ］
⚫ 売出価格からの値引きありが約 ％、値引きなしが約 ％ ［ ］
⚫ 業者との媒介契約から売買契約に至るまでの期間は、 か月以内が ％ ［ ］
⚫ 仲介業者への手数料率（支払い手数料÷取引金額）は「 超～ 」が最多の ％ ［ ］
⚫ 仲介手法について、片手仲介が約 ％、両手仲介が約 ％ ［ ］
⚫ 売却価格について、「満足」「どちらかというと満足」が約 ％ ［ ］
⚫ 仲介業者について、「満足」「どちらかというと満足」が約 ％ ［ ］
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◼ 売却した物件の規模をお答えください。（一戸建て：建物面積、共同住宅：専有面積）
度数

～
～
～
～
～

以上
合計

 売却代金の使途および売却金額
◼ 住宅の売却代金の主たる使途をお答えください。

度数
別の資金とあわせて、他の住宅の購入代金として（売却金額＜他
の住宅の購入金額）
一部を他の住宅の購入代金として、一部を別な資産・財の購入代
金として（売却金額＞他の住宅の購入金額）
住宅以外の資産（貯蓄、負債の返済を含む）、財の購入代金とし
て
合計

◼ 売却金額（売買の成約価格）をお答えください。（単位：万円）（数値記入）
度数

万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 万円未満
万円～ 億円未満

億円～
合計

◼ 売却物件について、「広告の価格（募集価格）を下方改定した回数」（買い手がつかずに、広告に掲載する
価格を下方改定した回数）についてお答えください。

度数
回
回
回
回以上

合計
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◼ 買主や仲介業者との交渉等により値引きした金額（当初の売出広告の価格と実際の売却価格の差額）をお
答えください。（単位：万円）（数値記入）

値引率 度数
なし
超～
超～
超～
超～
超

合計
注）値引率 =値引金額/(売却金額+値引額) 。分母の売却金額 値引金額は、募集広告の価格を表す。

◼ 「実際の売却金額」とあなたが想定した「最低受け取り許容額（当初に売却しても良いと思っていた最低
限の金額）」についてお答えください。

度数
実際の売却金額は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」を上回った
実際の売却金額は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」とほぼ同額だった
実際の売却金額は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」を下回った
売却活動前に「最低受け取り許容額」は想定しなかった
合計

◼ 仲介業者による「査定価格」とあなたが想定した「最低受け取り許容額（当初に売却しても良いと思って
いた最低限の金額）」についてお答えください。

度数
査定価格は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」を上回った
査定価格は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」とほぼ同額だった
査定価格は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」を下回った
仲介業者による価格査定はなかった
売却活動前に「最低受け取り許容額」は想定しなかった
仲介業者の価格査定も、「最低受取り許容額」の想定もなかった
合計

 取引期間（売主）
◼ 売却した物件について、仲介業者との媒介契約から、住宅の売買契約までの期間をお答えください。

度数
ヶ月以内
ヶ月以内
ヶ月以内
～ ヶ月以内（媒介契約を再契約）
ヶ月～ 年以内（媒介契約を再契約）
年超（媒介契約を再契約）

合計
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◼ 実際の媒介契約（仲介業者への依頼）から売買成立までの期間と、当初に想定した期間についてお答えく
ださい。

度数
当初に想定した期間よりも短い期間で売買契約に至った
当初に想定した期間とほぼ同じ期間で売買契約に至った
当初に想定した期間よりも長い期間で売買契約に至った
合計

◼ 当初の想定期間よりも時間がかかった理由をお答えください。（複数選択：N=166）
度数

購入申し込みがなく、価格の下方改定などに時間がかかった
購入申し込みはあったが、買い手との交渉（値引き交渉等）に時間がかかった
購入申し込みはあったが、買い手側の問題（ローン審査等）で時間がかかった
その他

◼ 売却した物件に関して、「売り急ぐような事由」の有無についてお答えください。
度数

売り急ぐ事由が有った
売り急ぐ事由は無かった
どちらともいえない
合計

 仲介業者および仲介手数料（売主）
◼ 仲介業者に支払った仲介手数料をお答えください。（登記費用などは除く）（単位：万円）（数値記入）
手数料率 （支払い手数料 ÷取引金額） 度数

～
超～
超～
超～
超～

合計
注）手数料率が宅建業法令に基づく上限を上回る回答、および を下回る回答は異常値として除外した（ 件）。

◼ 取引にかかわった仲介業者についてお答えください。
度数

売主（ご回答者様）は、買主とは異なる仲介業者に購入依頼をし、仲介業者間で取引
交渉を行い、取引をまとめた（片手仲介）
売主（ご回答者様）は、買主と同一の仲介業者に購入依頼をし、その仲介業者が取引
をまとめた（両手仲介）
合計
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◼ 両手仲介では、仲介業者は買主・売主の双方から仲介手数料を得るため、双方に中立的な立場で仲介業務を
行うことが求められています。これを踏まえて取引時の仲介業者の対応の印象についてお答えください。

度数
取引交渉において、買主と売主（ご回答者様）に中立的な立場で仲介業務を行った
取引交渉において、買主に有利な取引交渉を行った
取引交渉において、売主（ご回答者様）に有利な取引交渉を行った
合計

◼ 物件の取引期間中に、その取引が「両手仲介（仲介業者が１社）」または「片手仲介（仲介業者が２社）」
によるものであることを認識していましたか。

度数
認識していた（取引期間中に認識した）
認識していなかった（本調査で初めて認識した）
合計

 住宅取引の満足度（売主）
◼ 「売却価格」についての満足度

度数
満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満
合計

◼ 「契約に至る期間」についての満足度
度数

満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満
合計

◼ 「仲介業者」についての満足度
度数

満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満
合計
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◼ 住宅取引の全般についての満足度
度数

満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満
合計

◼ 「売却価格」についての満足度の決定要因に最も近いものを選んでください。
度数

「当初の最低受け取り許容額」と「実際の売却金額」との差
「売却した物件の購入時の価格」と「実際の売却金額」との差
「仲介業者の査定価格」と「実際の売却金額」との差
「値下げ前の広告の掲載価格（売出し価格）」と「実際の売却価
格」との差
「値下げ後の広告の掲載価格」と「実際の売却価格」との差
合計
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 調査項目

．あなたの従事する業種をお知らせください。（１つ選択）
食品製造・卸し・販売
飲料製造・卸し・販売
日用品製造・卸し・販売
車製造・卸し・販売
衣服・履物製造・卸し・販売
小売業（百貨店・デパート、スーパー・コンビニエンスストア）
薬剤 医薬品製造・卸し・販売
化粧品製造・卸し・販売
家電製造・卸し・販売
その他製造・卸し・販売
銀行・証券・保険業、その他金融
不動産業
建設・建築・土木業
運輸業（輸送・鉄道・バス・トラック・タクシー含む）
・通信関係

マスコミ関連
広告代理店・出版・印刷関連
市場調査会社・シンクタンク
その他サービス業
医療・福祉関連業
学校・教育産業
官公庁・自治体・公共団体
上記の業種に従事していない

．あなたの性別をお知らせください。（１つ選択）
男性
女性

．あなたの年齢をお知らせください。（数値記入）

．あなたが現在お住まいになっている地域についてお知らせください。（１つ選択）
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
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神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

．あなたの婚姻状況をお知らせください。（１つ選択）
未婚・子なし
未婚・子あり
既婚・子なし
既婚・子あり
離・死別・子なし
離・死別・子あり

．あなたの職業をお知らせください。（１つ選択）
会社・団体の経営者・役員
会社員
公務員
自営業・自由業
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専業主婦・主夫
パート・アルバイト
学生
無職
その他

．あなたの「中古住宅（一戸建て・マンション）」の売買経験についてお知らせください。（複数選択可）
不動産仲介業者を介して、売主から中古住宅を購入した
不動産仲介業者を介して、買主へ中古住宅を売却した
不動産業者から直接物件を購入した（売主は不動産業者）
不動産業者へ直接物件を売却した（買主は不動産業者）
不動産業者を介さずに、売主や買主と直接取引した
あてはまるものはない

．複数の仲介取引の経験がある方にお伺いいたします。以下のうち、直近で経験したものをお答えくださ
い。（１つ選択）
不動産仲介業者を介して、売主から中古住宅を購入した
不動産仲介業者を介して、買主へ中古住宅を売却した

．あなたが中古住宅を仲介取引した時期についてお知らせください。複数の仲介取引の経験がある場合は、
最新のものについてお答えください。（１つ選択）

年以降（概ね 年以内）
年よりも前（概ね 年以上前）

．あなたの中古住宅の仲介取引時の記録や記憶の有無についてお知らせください。複数の仲介取引の経験が
ある場合は、最新のものについてお答えください。（複数選択可）
住宅の取引金額に関する記録（記憶）が有る
不動産業者へ支払った仲介手数料（または手数料率）に関する記録（記憶）が有る
取引金額、仲介手数料の記録（記憶）は無い

．取引に関わった不動産仲介業者についてお知らせください。複数の仲介取引の経験がある場合は、最新の
ものについてお答えください。（１つ選択）
売主と買主は、それぞれ別々の仲介業者に取引を依頼し、仲介業者間で取引交渉をし、取引をまとめた（片手
仲介）
売主と買主は、同一の仲介業者に取引を依頼し、その仲介業者が取引をまとめた（両手仲介）
わからない

■買主■
．売買契約が成立した年月をお答えください。（数値記入）
．年
．月

．購入した物件の種類をお答えください。（１つ選択）
一戸建て
共同住宅（マンション）
その他

．購入した物件の築年月をお答えください。（数値記入）
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．年
．月

．購入した物件の規模（一戸建ての場合は建物床面積、共同住宅の場合は専有面積）をお答えください。
（１つ選択）
～
～
～
～
～

以上

．住宅購入資金の調達の方法をお答えください。（１つ選択）
全額自己資金（家族等からの援助を含む）
自己資金＋ローン
全額ローン
その他

．ローンの返済額（毎月の可処分所得に占める割合）をお答えください。完済している場合は、ローン返
済時の返済額についてお答えください。（１つ選択）
％未満
％～ ％未満
％～ ％未満
％～ ％未満
％～ ％未満
％以上

．購入金額（売買の成約価格）をお答えください。（単位：万円）（数値記入）

．値引きした金額（募集広告の価格と実際の購入価格の差額）をお答えください。（単位：万円）（数値
記入）

．「実際の購入金額」と「最大支払い許容額（その物件の評価額）」についてお答えください。（１つ選
択）
実際の支払額は、その物件に対して「当初に支払ってもよいと思っていた金額」を下回った
実際の支払額は、その物件に対して「当初に支払ってもよいと思っていた金額」とほぼ同額だった
実際の支払額は、その物件に対して「当初に支払ってもよいと思っていた金額」を上回った

．購入した物件に関して、その物件を仲介した仲介業者への最初の問い合わせから、契約までの期間をお
答えください。（１つ選択）
ヶ月以内
ヶ月以内
ヶ月以内
～ ヶ月以内
ヶ月～ 年以内
年超
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．実際の契約までの期間と、当初に想定した期間についてお答えください。（１つ選択）
当初に想定した期間よりも短い期間で契約に至った
当初に想定した期間とほぼ同じ期間で契約に至った
当初に想定した期間よりも長い期間で契約に至った

．仲介業者に支払った仲介手数料をお答えください。（登記費用、ローン契約費用などは除く）（単位：
万円）（数値記入）

．取引にかかわった仲介業者についてお答えください。（１つ選択）
買主（ご回答者様）は、売主とは異なる仲介業者に購入依頼をし、仲介業者間で取引交渉を行い、取引をまと
めた（片手仲介）
買主（ご回答者様）は、売主と同一の仲介業者に購入依頼をし、その仲介業者が取引をまとめた（両手仲介）

．両手仲介では、仲介業者は買主・売主の双方から仲介手数料を得るため、双方に中立的な立場で仲介業
務を行うことが求められています。これを踏まえて取引時の仲介業者の対応の印象についてお答えください。
（１つ選択）
取引交渉において、買主（ご回答者様）と売主に中立的な立場で仲介業務を行った
取引交渉において、買主（ご回答者様）に有利な取引交渉を行った
取引交渉において、売主に有利な取引交渉を行った

．住宅の購入依頼時、または取引期間中に、その取引が「両手仲介（仲介業者が１社）」または「片手仲
介（仲介業者が２社）」によるものであることを認識していましたか。（１つ選択）
認識していた（取引期間中に認識した）
認識していなかった（本調査で初めて認識した）

．以下について、あてはまるものをそれぞれお答えください。（それぞれ１つずつ選択）
．「購入価格」についての満足度

満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

．「契約に至る期間」についての満足度
満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

．「仲介業者」についての満足度
満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

．住宅取引の全般についての満足度
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満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

■売主■
．売買契約が成立した年月をお答えください。（数値記入）
．年
．月

．売却した物件の種類をお答えください。（１つ選択）
一戸建て
共同住宅（マンション）
その他

．売却した物件の築年月をお答えください。（数値記入）
．年
．月

．売却した物件の規模をお答えください。（一戸建て：建物面積、共同住宅：専有面積）（１つ選択）
～
～
～
～
～

以上

．住宅の売却代金の主たる使途をお答えください。（１つ選択）
別の資金とあわせて、他の住宅の購入代金として（売却金額＜他の住宅の購入金額）
一部を他の住宅の購入代金として、一部を別な資産・財の購入代金として（売却金額＞他の住宅の購入金額）
住宅以外の資産（貯蓄、負債の返済を含む）、財の購入代金として

．売却金額（売買の成約価格）をお答えください。（単位：万円）（数値記入）

．売却物件について、「広告の価格（募集価格）を下方改定した回数」（買い手がつかずに、広告に掲載
する価格を下方改定した回数）についてお答えください。（１つ選択）
回
回
回
回以上

．買主や仲介業者との交渉等により値引きした金額（当初の売出広告の価格と実際の売却価格の差額）を
お答えください。（単位：万円）（数値記入）

．「実際の売却金額」とあなたが想定した「最低受け取り許容額（当初に売却しても良いと思っていた最
低限の金額）」についてお答えください。（１つ選択）
実際の売却金額は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」を上回った
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実際の売却金額は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」とほぼ同額だった
実際の売却金額は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」を下回った
売却活動前に「最低受け取り許容額」は想定しなかった

．仲介業者による「査定価格」とあなたが想定した「最低受け取り許容額（当初に売却しても良いと思っ
ていた最低限の金額）」についてお答えください。（１つ選択）
査定価格は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」を上回った
査定価格は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」とほぼ同額だった
査定価格は、売却活動前に想定した「最低受け取り許容額」を下回った
仲介業者による価格査定はなかった
売却活動前に「最低受け取り許容額」は想定しなかった
仲介業者の価格査定も、「最低受取り許容額」の想定もなかった

．売却した物件について、仲介業者との媒介契約から、住宅の売買契約までの期間をお答えください。
（１つ選択）
ヶ月以内
ヶ月以内
ヶ月以内
～ ヶ月以内（媒介契約を再契約）
ヶ月～ 年以内（媒介契約を再契約）
年超（媒介契約を再契約）

．実際の媒介契約（仲介業者への依頼）から売買成立までの期間と、当初に想定した期間についてお答え
ください。（１つ選択）
当初に想定した期間よりも短い期間で売買契約に至った
当初に想定した期間とほぼ同じ期間で売買契約に至った
当初に想定した期間よりも長い期間で売買契約に至った

．当初の想定期間よりも時間がかかった理由をお答えください。（複数選択可）
購入申し込みがなく、価格の下方改定などに時間がかかった
購入申し込みはあったが、買い手との交渉（値引き交渉等）に時間がかかった
購入申し込みはあったが、買い手側の問題（ローン審査等）で時間がかかった
その他

．売却した物件に関して、「売り急ぐような事由」の有無についてお答えください。（１つ選択）
売り急ぐ事由が有った
売り急ぐ事由は無かった
どちらともいえない

．仲介業者に支払った仲介手数料をお答えください。（登記費用などは除く）（単位：万円）（数値記
入）

．取引にかかわった仲介業者についてお答えください。（１つ選択）
売主（ご回答者様）は、買主とは異なる仲介業者に購入依頼をし、仲介業者間で取引交渉を行い、取引をまと
めた（片手仲介）
売主（ご回答者様）は、買主と同一の仲介業者に購入依頼をし、その仲介業者が取引をまとめた（両手仲介）
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．両手仲介では、仲介業者は買主・売主の双方から仲介手数料を得るため、双方に中立的な立場で仲介業
務を行うことが求められています。これを踏まえて取引時の仲介業者の対応の印象についてお答えください。
（１つ選択）
取引交渉において、買主と売主（ご回答者様）に中立的な立場で仲介業務を行った
取引交渉において、買主に有利な取引交渉を行った
取引交渉において、売主（ご回答者様）に有利な取引交渉を行った

．物件の取引期間中に、その取引が「両手仲介（仲介業者が１社）」または「片手仲介（仲介業者が２
社）」によるものであることを認識していましたか。（１つ選択）
認識していた（取引期間中に認識した）
認識していなかった（本調査で初めて認識した）

．以下について、あてはまるものをそれぞれお答えください。（それぞれ１つずつ選択）
．「売却価格」についての満足度

満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

．「契約に至る期間」についての満足度
満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

．「仲介業者」についての満足度
満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

．住宅取引の全般についての満足度
満足
どちらかというと満足
どちらでもない
どちらかというと不満
不満

．「売却価格」についての満足度の決定要因に最も近いものを選んでください。（１つ選択）
「当初の最低受け取り許容額」と「実際の売却金額」との差
「売却した物件の購入時の価格」と「実際の売却金額」との差
「仲介業者の査定価格」と「実際の売却金額」との差
「値下げ前の広告の掲載価格（売出し価格）」と「実際の売却価格」との差
「値下げ後の広告の掲載価格」と「実際の売却価格」との差

土地総合研究 2021年秋号 149


